
R8年度変更点







RSウイルスワクチン（A類疾病）

対   象  者 ： 松江市に住民票のある、妊娠28週0日～36週6日までの妊婦 

使用ワクチン ： 組換えRSワクチン

接  種  方  法 ： 妊娠中1回/0.5mlを筋肉内に接種

自 己 負 担 額： なし

委     託     料： 30,096円

開  始  時  期 ：令和8年4月1日（水）～

【医療機関設置のチラシ】



実施方法

①受託医療機関に白紙の予診票を、事前に設置
  ※市から対象者に配布しません （予診票の色：オレンジ）
 
②予約時に、出生予定の児の母子健康手帳を持参する
 よう説明

③接種日に、マイナンバーカード等で松江市に住民票 
 があることを確認のうえ、医療機関に設置の予診票 
 に必要事項を記入 



④母子健康手帳で妊娠週数の確認及び問診のうえ、 
 予防接種を実施
 ※任意接種を含め当該ワクチンを接種していないか、
   母子健康手帳や口頭で確認すること

⑤委託料請求は当月末日締め、翌月10日までに請求
 （※郵送の場合も必着） 

実施方法



留意事項

Q１）対象者について、妊娠28週0日から36週6日
   の判断は？

A１）接種する医師が母子健康手帳の
   情報を元に、接種日時点で妊娠
   28週0日から36週6日であると
   判断したら対象

分娩予定日を40週0日と
し、妊娠週数を計算



留意事項

Q2）予防接種の判断を行うに際して注意を要する人は？

A2）通常の注意を要する人に加え、妊娠高血圧症候群の罹患歴
       があるまたは発症リスクが高いと考えられる人

※各医療機関で判断、対処方法を検討してください



留意事項

Q３）里帰り出産で松江市外の医療機関で予防接種 
    を受けたい場合は？

A３）松江市に市外接種の事前申請が必要です。
    申請者には、予診票を直接送付します。

※予防接種広域化事業で島根県内の医療機関で接種希望の場合も、 
   松江市に事前に連絡が必要です。（対象者に予診票を直接送付
   します。） 



留意事項

Q４）対象者が１６歳以上の場合、同伴者は必要？

A４）同伴者は不要です。
    説明同意欄には本人が署名します。



留意事項

Q5）接種後の母子健康手帳への記載方法は？
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A5）妊娠している児の母子健康手帳の「予防接種の記録」その他の
  予防接種の記録の欄へ記入してください。
  多胎児を妊娠している場合、それぞれの母子健康手帳へ記録します。
  ロットシールが不足している場合には、手書きで記録してください。





HPVワクチンの変更点
キャッチアップはR7年度末で終了

定期接種で使用するワクチンは9価
（シルガード）のみ

小学6年生に予診票を発送
（R8年度は中学1年生にも予診票を発送）

DT接種時にHPVの接種勧奨をお願いします





 予診票下部の『使用ワクチン名』で「使用したワクチン名
を〇で囲む」は不要としました。 
 

必須：ロットシールの貼付

予診票の医師記入欄 





・日本脳炎（対象：H18.4.2～H19.4.1生）
・MR1期（対象：R4.2～R5.4.1生）
・MR2期（対象：H30.4.2～H31.4.1生）

法令で定められた接種間隔・年齢については赤字で表記
 （標準接種は別枠に表記）

◎ 以下の特例についてはR8年度末で終了予定です

◎ 実施要領を見直しました
必ずご確認ください！







使用ワクチンの変更について

ワクチンの変更に伴い、予診票・自己負担額が変更になります‼



予診票変更の実施方法

①対象者が２３価予診票（きみどり）を持って 
 来院。 ※予診票がない人は接種不可

②予診票差し替えの対象者であることを確認し
 たら、持参した２３価予診票 （きみどり）を 
 後ろ、医療機関に配置している２０価予診票
（むらさき）を前にしてホッチキスでとめる。 



③対象者が２０価予診票（むらさき）に
 必要事項を記入。 

・　住所（２３価予診票から変更なければ転記不要）
・　氏名、ふりがな
・　生年月日
・　整理番号
・　電話番号
・　接種当日の年齢
・　過去の接種履歴
・　質問事項の回答
・　接種希望の有無
・　同意日
・　接種を受ける人の氏名
・　代筆者がいる場合代筆者氏名、続柄



④問診を実施 
・予防接種を実施：対象者へ接種済証（むらさき）を渡す。 
         従来通り、医療機関の必要事項を記入し、
         ホッチキスどめした予診票を松江市に提出。 
 



・接種不適当者について
  当日接種できなかった人用２０価予診票（むらさき）を渡す。 
 ※ホッチキスどめした予診票は、右上余白に「接種不適当者」と赤字で記入し、松江市へ提出。 



◎令和８年４月１日から、きみどり色の予診票（２３価用）
 をむらさき色の予診票（２０価用）に差し替えをお願いし
 ます。 

◎きみどり色の「当日接種できなかった人用」予診票と白色
 の接種済証は、４月に入り次第、廃棄処分をお願いします。 

医療機関へのお願い①



◎ 接種不適当者には、むらさき色の「当日接種できなかっ
    た人用」予診票（２０価用）を渡してください。 

 
◎ 予診票を差し替えた人は、氏名、生年月日等を新しい予
  診票（むらさき色）に記入していただくことになります。
    ご説明いただきますようお願いします。 
  
※差し替えの対象者には、接種時に医療機関で予診票の差し替えが必要 
   であることを事前にお知らせしています。 
 

医療機関へのお願い②





・高用量インフルエンザワクチンが定期接種で使用するワクチンとし
 て追加される予定 

・開始時期：令和８年１０月１日から（予定） 
 

高用量ワクチンとは 
・定期接種で使用されているインフルエンザワクチンの抗原量が４倍と 
 なっているもの 
・免疫反応が弱い高齢者に効果が高い 
 

現在の状況



〇従来のワクチン 
対   象   者： 満65歳以上の人
           60～64歳で心臓、腎臓、呼吸器、免疫に障がいのある人 
自己負担額： 1,500円 

〇高用量ワクチン 
対   象   者： 満75歳以上の人 
自己負担額： 未定 

定期接種対象者数  
満６５歳以上の松江市民  約62,950名 
 （うち75歳以上38,000名）

令和8年度の想定
【2種類のインフルエンザワクチン】





特記は色付けしてあります。

こちらの医師記入欄は署名のみ

B類予診票の質問事項
 文言や順番を揃えました



帯状疱疹の2回目
 2か月未満の接種が必要な場合は
 チェックしてください。





ご注意ください‼

高齢者帯状疱疹ワクチンのR7年度の対象者は、
R8年3月31日までに接種を完了してください。
 
※不活化ワクチンの2回目に注意‼

R8年4月1日以降は任意接種となります。

対象者の生年月日を確認してから接種を勧めてください。
早見表をご活用ください





 日本脳炎1期が未完了で、2期を接種予定です。
 今後の進め方、記載方法は？

1期（3回）の未接種分は、
任意接種勧奨を行い
「任意接種」と記入し、
1期の欄へ記入します。

2期の対象年齢の人は
まずは2期の定期接種を優先

2期の対象年齢の人（9～13歳未満）は、まず2期の定期接種を優先し、
2期の欄に記入。1期の未接種分を任意接種で接種する場合には1期の
欄を使用し、その場合「任意接種」と記入。

日本脳炎1期

日本脳炎２期
任意接種



HPVの接種間隔、回数

完了

第1回目の接種時に15歳未満の場合は2回接種が可能ですが
1回目（15歳未満） 2回目

5か月以上

1回目（15歳未満）

5か月未満

2回目 ３回目

3か月以上
完了

2回目が5か月未満である場合は3回目の接種が必要になります

忘れないで

注意
‼



風疹予防接種（任意）の費用助成

目的は、生まれてくる赤ちゃんの「先天性風しん症候群」を予防するためです。

よって、予防接種費用助成の対象条件は
 「妊娠を希望する女性 または 妊婦が 風しん抗体価が低いこと」 です。

上記の人のうち、、
 配偶者または同居者も風しん抗体価が低い場合には、配偶者または同居者も予防接種  
 費用助成の対象となります。（予防接種ができないわけではありません）

申請には、この抗体検査の結果が必要です



B類（65歳）の対象者 

□高齢者肺炎球菌は65歳の誕生日～66歳の誕生日前日

□高齢者帯状疱疹は65歳の誕生日を迎える年度
 （64歳でも接種できます！）



① 本人が予防接種室へ電話で依頼をする。
   （☎６０－８１７３） 
  ※医療機関からの依頼は受け付けできません。 
 

② 受付後１週間以内に本人の住所地へ到着するよう  
  郵送します。 
 
 

B類予診票を紛失した場合の再発行手順





医療機関のみなさまへお伝えしたいことは、
不定期ですが、FAXで連絡しております。

重要な内容ですので、必ず目を通してください。
（保存していただくと、喜びます）



令和8年度の予防接種事業もどうぞよろしくお願いします。

松江市健康推進課 予防接種室 
☎（０８５２）６０－８１７３
 mail：yobou-sessyu@city.matsue.lg.jp

予防接種について分からないことやご相談がありましたら、
遠慮なく予防接種室にご相談ください。


